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諮問庁：独立行政法人都市再生機構 

諮問日：令和４年３月３０日（令和４年（独情）諮問第２６号） 

答申日：令和５年８月３日（令和５年度（独情）答申第４５号） 

事件名：特定地区に関する特定年度以降の文書の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙の１に掲げる文書（以下「本件請求文書」という。）の開示請求に

対し，別紙の２に掲げる文書（以下「本件対象文書」という。）を特定し，

その一部を不開示とした決定は，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」とい

う。）３条の規定に基づく開示請求に対し，令和３年１２月７日付けと３

０３－２８３により独立行政法人都市再生機構（以下「機構」，「処分庁」

又は「諮問庁」という。）が行った一部開示決定（以下「原処分」とい

う。）について，その取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人が主張する審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，

おおむね以下のとおりである。 

（１）本件処分開示された文書（譲受人等協議録）以外にも対象文書がない

か精査していただきたい。特定地区の土地は特定日Ａ付けで譲受人Ｂが

共有持分のすべてを譲受人Ａ（以下，併せて「譲受人」という。）に譲

渡している。特定地区について機構と譲受人との間で交わされた土地譲

渡契約では，譲受人は土地を譲渡する前に機構から承諾を得る必要があ

るので，特定日Ａ以前の文書がないのはおかしい。 

（２）本件処分の不開示部分を精査していただきたい。たとえば，譲受人等

協議録に記載された譲受人Ａ及びＢの執行役員の氏名を不開示としてい

るが，執行役員の氏名は譲受人Ａ及びＢのホームページなどで公にされ

ている。法５条１号ただし書イに該当するので開示すべきである。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件審査請求について 

本件審査請求は，「特定地区に関する文書。令和２年度以降のもの。決

裁文書等を含む。（情報公開に係るものを除く。）」の開示請求に対する

一部開示決定（原処分）について，審査請求人から，原処分の取り消しを

求めてなされたものである。 
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２ 機構について 

機構は，独立行政法人都市再生機構法（平成１５年法律第１００号。以

下「機構法」という。）に基づき設立された独立行政法人であり，大都市

及び地域社会の中心となる都市において，市街地の整備改善及び賃貸住宅

の供給の支援に関する業務を行うとともに，都市基盤整備公団（以下「公

団」という。）から承継した賃貸住宅等の管理等に関する業務を行ってい

る。 

３ 特定地区について 

特定地区については，機構（当時，公団）が土地有効利用事業（以下

「本事業」という。）により取得・整備し，譲受人が結成した共同企業連

合体に譲渡したものである。 

本事業は，機構法１１条１項１号に基づき，四大都市圏等の既に市街地

を形成している区域において，単独で利用することが非効率な細分化され

た土地や不整形地，大規模工場跡地等の低未利用地を機構が取得し，周辺

の土地の追加取得等による敷地の集約化，整形化及び公共施設の整備等を

実施することにより，有効利用が可能な建築物の敷地として整備を行い，

当該整備敷地等を原則として公募により民間事業者等に譲渡する事業であ

る。 

４ 開示対象文書について 

今回開示請求のあった法人文書は，「特定地区に関する文書。令和２年

度以降のもの。決裁文書等を含む。（情報公開に係るものを除く。）」で

ある。 

これに対し，処分庁は，下記（１）のとおり開示対象の文書を特定（計

１枚）し，下記（２）のとおり法５条１号に基づき，個人に関する情報を

不開示とした上，法９条１項に基づく開示決定を行った。 

（１）開示対象の文書 

譲受人等協議録（特定日Ｂ協議） 

（２）法５条１号に基づく不開示情報 

イ 譲受人担当者の氏名 

ロ 当機構担当職員の氏名 

５ 審査請求人の主張について 

  審査請求人は，以下の理由から，原処分の取り消しを求める旨の主張を

している。 

（１）本件処分で開示された文書（譲受人等協議録）以外にも対象の文書が

ないか精査していただきたい。特定地区の土地は特定日Ａ付で譲受人Ｂ

が共有持分のすべてを譲受人Ａに譲渡している。特定地区について機構

と譲受人との間で交わされた土地譲渡契約では，譲受人は土地を譲渡す

る前に機構から承諾を得る必要があるので，特定日Ａ以前の文書がない
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のはおかしい。 

（２）本件処分の不開示部分を精査していただきたい。たとえば，譲受人等

協議録に記載された譲受人Ａと譲受人Ｂの執行役員の氏名を不開示とし

ているが，執行役員の氏名は譲受人Ａと譲受人Ｂのホームページなどで

公にされている。法５条１号ただし書イに該当し開示するべきである。 

６ 原処分の妥当性について 

（１）開示対象文書について 

機構と譲受人との間で締結した土地譲渡契約においては，本事業の目

的を達成するため，譲受人に対し，期限内に建築物を建設する義務（以

下「建設義務」という。）を課しているが，現時点で譲受人による建築

物の建設は完了しておらず，建設義務は継続している。 

譲受人が特定年Ａに取得した建築確認について，特定年Ｂに東京都建

築審査会による処分取消の裁決がなされ，当該裁決の取消しを求めた譲

受人と東京都との訴訟の最高裁判決において，特定年Ｃに譲受人の敗訴

が確定したところである。 

上記４（１）「開示対象の文書」は，譲受人の敗訴確定に伴い，機構

が譲受人から譲受人Ａ単独での開発事業継続及び譲受人Ｂの土地の共有

持分の譲受人Ａへの全部移転についての相談を受けた際の協議録である。 

（２）不開示情報該当性について 

  ア 特定日Ａ以前の文書がない（上記５（１）に関して） 

審査請求人の主張を踏まえ，改めて探索及び確認を行ったところで

あるが，開示請求の対象となる文書は，上記１件（計１枚）であり，

その他の文書の保有は認められない。 

  イ 譲受人の執行役員の氏名（上記５（２）に関して） 

譲受人Ａ及び譲受人Ｂの執行役員の氏名については，法５条１号の

特定の個人を識別できる情報に該当すると認められるため，開示に

当たっては，開示決定時点において当該法人の登記事項証明書（会

社・法人）やウェブサイトを確認して開示の可否を判断している。 

当該不開示部分に記された者は，登記事項証明書の「役員に関する

事項」欄に記載のない個人であり，また当該法人のホームページに

おいて，本件事業に対応するものとして執行役員の氏名は公表され

ていないことから，当該執行役員を含む譲受人担当者の氏名につい

ては「法令の規定により又は慣行として公にされ，又は公にされる

ことが予定されている情報」に該当しないものとして，不開示とし

た。 

７ 結論 

  以上のことから，諮問庁は，原処分を維持することが妥当であると考え

る。 
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第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 令和４年３月３０日  諮問の受理 

② 同日         諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年４月２５日    審議 

④ 令和５年６月３０日  委員の交代に伴う所要の手続の実施，本件

対象文書の見分及び審議 

⑤ 同年７月２７日    審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

本件開示請求は，本件請求文書の開示を求めるものであり，処分庁は，

本件対象文書を特定し，その一部を法５条１号に該当するとして不開示と

する決定（原処分）を行った。 

審査請求人は，本件対象文書の外にも開示請求の対象として特定すべき

文書があるはずであり，本件対象文書の不開示部分は開示すべきであると

して原処分の取消しを求めていると解されるところ，諮問庁は原処分を妥

当とするので，以下，本件対象文書の見分結果を踏まえ，本件対象文書の

特定の妥当性及び不開示部分の不開示情報該当性について検討する。 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

 （１）当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，諮問庁は，お

おむね以下のとおり説明する。 

ア 特定地区の土地は，機構が土地有効利用事業（機構法１１条１項１

号に基づき，四大都市圏等の既に市街地を形成している区域において，

単独で利用することが非効率な細分化された土地や不整形地，大規模

工場跡地等の低未利用地を機構が取得し，周辺の土地の追加取得等に

よる敷地の集約化，整形化及び公共施設の整備等を実施することによ

り，有効利用が可能な建築物の敷地として整備を行い，当該整備敷地

等を原則として公募により民間事業者等に譲渡する事業）により取

得・整備し，譲受人Ａ及び譲受人Ｂが結成した共同企業連合体に譲渡

したものである。 

機構と譲受人との間で締結した土地譲渡契約においては，本事業の

目的を達成するため，譲受人に対し，建設義務を課しているが，現

時点で譲受人による建築物の建設は完了しておらず，建設義務は継

続している。 

譲受人が特定年Ａに取得した建築確認について，特定年Ｂに東京都

建築審査会による処分取消の裁決がなされ，当該裁決の取消しを求

めた譲受人と東京都との訴訟の最高裁決定において，特定年Ｃに譲

受人の敗訴が確定したところである。 
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本件対象文書は，譲受人の敗訴確定に伴い，機構が譲受人から譲受

人Ａ単独での開発事業継続及び譲受人Ｂの土地の共有持分の譲受人

Ａへの全部移転についての相談を受けた際の協議録である。 

イ 審査請求人は，特定日Ａ付で譲受人Ｂが共有持分の全てを譲受人Ａ

に譲渡しており，譲受人は土地を譲渡する前に機構から承諾を得る必

要があるので，同日以前の文書が存在するはずであると主張する。こ

の審査請求人の主張を踏まえ，改めて探索及び確認を行ったところで

あるが，開示請求のあった特定日Ｃ時点で機構が保有し，請求の対象

として特定が可能な文書は，本件対象文書のみであり，その他の文書

の保有は認められなかった。 

ウ 共有持分の譲渡に関しては，本件対象文書に結果等が記録されてい

る特定日Ｂの協議の場で，譲受人Ａ単独での事業継続と併せて譲受人

から相談があり，機構からは，土地有効利用事業の事業目的の達成の

観点から，譲受人Ａ単独で責任をもって開発事業を進められるのであ

れば大筋問題がないと考えられる旨伝えている。 

その後，本件土地に関しては，特定日Ｄ（特定日Ｃより遅い日付）

に所要の申請があり，機構は，内部での手続を経て，特定日Ｅ付で

承諾書を発出している。 

すなわち，本件土地の場合，事案の性質や経緯等から，承諾に至る

まで時間を要しており，結果として，開示請求のあった時点で機構

が作成・取得していた法人文書は本件対象文書のみであって，それ

以外の文書については，開示請求書において言及された決裁文書等

といったものを含め，その作成や取得はまだ行われていなかったと

いうことになる。 
なお，これは本件の判断に影響を及ぼすものではないが，その後行

われた本件に類似する開示請求に対しては，上述の承諾書発出に係

る文書も特定し，開示決定等をしている。 
 （２）特定土地に係る諸経緯，本件対象文書の記載等に鑑みれば，上記（１）

の諮問庁の説明に特段不自然・不合理な点があるとはいえず，これを覆

すに足る事情も認められない。 

したがって，機構において，本件対象文書の外に開示請求の対象とし

て特定すべき文書を保有しているとは認められない。 

３ 不開示部分の不開示情報該当性について 

（１）本件対象文書の不開示部分は，個人の氏名が記載されたものであるこ

とから，いずれも，法５条１号本文前段に規定する個人に関する情報で

あって，特定の個人を識別することができるものに該当すると認められ

る。 

（２）譲受人担当者の氏名について，諮問庁は，不開示部分に記された者は，
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登記事項証明書の「役員に関する事項」欄に記載のない個人であり，ま

た当該法人のウェブサイトにおいて，本件事業に対応するものとして執

行役員の氏名は公表されていないことから，当該執行役員を含む譲受人

担当者の氏名については法５条１号ただし書イに該当しない旨説明する。 

また，機構職員の氏名について，当審査会事務局職員をして諮問庁に

確認させたところ，機構においては，管理職の職員の氏名は，独立行政

法人国立印刷局編の職員録に掲載されていることに鑑み，公表する取扱

いをしているが，不開示部分には一般職員の氏名が記載されており，同

職員の氏名は公表していないとのことである。 

そうすると，いずれの不開示部分についても，法５条１号ただし書イ

に該当するとすべき事情は認められず，また，同号ただし書ロ及びハに

該当するとすべき事情も認められない。 

（３）法６条２項による部分開示の検討を行うと，不開示部分はいずれも個

人識別部分であるから，同項による部分開示の余地はない。 

（４）したがって，不開示部分は，いずれも法５条１号に該当し，不開示と

したことは妥当である。 

４ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件請求文書の開示請求に対し，本件対象文書を特定

し，その一部を法５条１号に該当するとして不開示とした決定については，

機構において，本件対象文書の外に開示請求の対象として特定すべき文書

を保有しているとは認められないので，本件対象文書を特定したことは妥

当であり，不開示とされた部分は，同号に該当すると認められるので，不

開示としたことは妥当であると判断した。 

（第５部会） 

  委員 藤谷俊之，委員 石川千晶，委員 磯部 哲 
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別紙 

１ 本件請求文書 
 特定地区に関する文書。令和２年度以降のもの。決裁文書を含む。（情報

公開に係るものを除く。） 

 

２ 本件対象文書 

譲受人等協議録（特定日Ｂ協議） 

 


